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2008年 3月 3日

「ガイドライン改訂検討に係る論点整理（案）」に関する意見

満田夏花（地球・人間環境フォーラム）

下記の意見を提出します。

（改定の方向性に関する意見）

１． 改定により、現行ガイドラインにおける環境社会配慮確認の水準が引き下げられることが
あってはならない。

現行のガイドラインは、早期からの住民協議およびその結果のプロジェクトへの反映 、社会的
弱者への配慮、非自発的住民移転および生計手段喪失に関する規定、これらに基づく環境レビ
ューの結果の意思決定への反映など、多くの貴重な価値を含んでいます。一方で、強化や明確
化が必要な部分もあると考えられ、今後検討をおこなっていく必要はありますが、少なくも現
行ガイドラインに盛り込まれている環境社会配慮確認の水準が曖昧にされたり、引き下げられ
たりすることがあってはならないと考えます。

（現在の論点整理表の記載内容に関するコメント）

２． 環境社会配慮基準の強化・明確化は、日本企業の国際競争力をそぐものではない。むしろ
本来であれば企業自身が行うべき環境社会リスクの回避・低減に役立つものである。

JBIC・NEXIのガイドラインの環境社会配慮基準の強化・明確化は、日本企業の国際競争力をそ
ぐものではなく、むしろ本来、日本企業が行うべき、海外事業の環境社会配慮の強化、環境社

会リスクの回避に役立つものと考えられます。

企業の海外事業における人権侵害や環境社会破壊は存在し、これがときには国際世論からの批
判や、訴訟や不買運動といった形にまで至ることは、リベリアにおけるブリジストン・ファイ

アストン、ベトナムにおけるナイキ、ナイジェリア等におけるシェル、ミャンマーにおけるユ

ノカル社などを持ち出すまでもなく明らかです（参考資料１参照）。訴訟や不買運動にならなく
とも、責任ある企業として、ビジネスにおける負の環境社会影響を回避・最小化すること、人

権侵害や著しい環境破壊を伴う事業に関与しないことは当然なのですが、ときには事前に事業

の影響を把握することが難しいこともありえるため、注意が必要です。
民間銀行の例を見てみますと、赤道原則の採択行の中でも、同原則を超える独自の政策やガイ

ドラインを策定している銀行も多く見られます。例えば、シティグループは「環境社会リスク

管理政策及び手続き」を 2003年に策定、2006年 3月に強化しています。環境社会配慮強化によ
り、「融資せず」とされた案件もあるようですが、逆にシティの関与により、環境社会面が強ま

り事業がよいものとなった、環境社会リスクが低減できたという顧客からの評価もあります。

また、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー（JPMC）は 2005年 9月から独自の環境社
会配慮政策を施行していますが、同社はこの政策の実施により、同社および顧客企業双方にお

いて①信頼性の向上とリスクの軽減、②新しいビジネスチャンスの創出、③ステークホルダー

との協働――などの効果があるとしています。ABNアムロも「環境社会リスクの軽減はサービ
スの一環」という立場をとっています。
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３． コモンアプローチは、OECD において合意できたミニマムな文書であり、文言も曖昧な部
分もある。コモンアプローチの中の記載の有無にかかわらず、環境社会配慮上重要な事項
については、改定ガイドラインの中で明文化をしていくことが必要である。

コモンアプローチは、ECG会合の限られた時間の中で合意できた事項を記述した文書であり、
必ずしも市民社会との十分な協議プロセスを踏んで改定されたわけではありません。また、メ
ンバー間での合意が優先されたためか、文言も曖昧なままとなっている部分もみられます。
JBIC/NEXIをはじめ、多くの ECAにおいては、すでに独自の環境ガイドラインを持ち、コモン
アプローチを超える対応をとっているところも少なくありません。
コモンアプローチに含まれていなくても、環境社会配慮上重要な事項については、改定ガイド
ラインの中で明文化をしていくことが必要であると考えます。

なお、ECAの環境ガイドライン（OECDコモンアプローチ含む）の課題については、下記のよ

うな指摘があることを申し添えます（参考資料２）。

「関係者に早い段階での対応を促すために、明確な審査基準を示していく必要がある。」
「融資や付保の環境社会配慮基準（例：環境影響評価等の事前の公開、十分に情報を提供し
た上での事前の協議と合意、社会配慮など）が、赤道原則や OECD コモンアプローチによ
って 70 以上の金融機関等によりコミットされ、グローバル・スタンダードとなりつつある
ことは確かである。これは、案件関与への遅い関わりという ECA 独自の課題を解決する効
果的な手段であり、文言を明確にすることによって、こうした潮流を後押しすることが必要
である。」

（追加論点について）

４． 原材料の調達を通じた環境社会影響の配慮について盛り込むべきである。

施設の建設自体の環境社会インパクトが小さくとも、事業が必要とする原材料の採取により、
天然資源の破壊や地元との紛争が生じるようなケースもありえます。例えば、合板工場やパル
プ生産工場、バイオ燃料プラントへの融資が、破壊的な林業、単一造林やプランテーションの
拡大による従来の生態系の破壊、地元の伝統的な資源利用との軋轢を生じることもあります。
現在、JBICのカテゴリ分類および環境レビューは、施設の建設自体の直接的な規模などによっ
て行われているようであり、原材料の採取の環境社会影響までは考慮していないようですが、
現在各国で進行している生態系破壊や天然資源の枯渇や奪い合い、それに起因する紛争の多発
といった状況に鑑み、原材料調達の影響についてガイドラインに盛り込む必要があります。

５． 林産業部門に関しては、森林認証の取得を奨励・要求するような規定も検討することが必
要である。

４．の問題はとりわけ森林資源の枯渇といった面でも顕著ですが、林産部門においては、森林
の持続可能性を評価し、ラベリングを行う森林認証の取り組みが国際的に広がっています。近
年、このような森林認証制度により認証された森林面積は増加しており、認証材供給は丸太総
生産の 22%、35千万 m3にまで達しています。
世界的な規模で持続可能な森林経営を支援していくために、このような動きを後押しすること
は重要であり、国際金融機関のみならず、民間の商業銀行においても取り組まれています。

（参考１）世銀のセーフガード政策（Operational Policy 4.36: Forests, 2002）
産業規模の商業伐採については、世銀にとって受容可能である、独立した森林認証システム
によって認証されたものである必要がある（パラ 9a）とし、取得していない場合は、認証取
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得に向けた世銀が受容可能である、時限をくぎった行動計画が必要（パラ 9b）としている。
IFCのパーフォーマンス・スタンダードにも同様の規定がある。

（参考２）HSBCの環境ガイドライン
森林管理協議会(FSC)または同等の基準によって認証された森林管理をおこなっている顧客、
貿易を優先することとしている。

６． 保護価値の高い森林（生態系）の転換を行うべきではない。

保護価値の高い森林（High Conservation Value Forest）は国際的にも確立された概念であり、そ
の定義は、FSC（Forest Stewardship Council：森林管理協議会）による HCVF（High Conservation 

Value Forest）の定義のほか、アメリカのワイ川連合による Endangered Forest の定義などがあり
ます。どちらも固有種や絶滅危惧種などの存在する生物多様性の価値が高い森林、気候・地理・
地形・生態の組み合わせにおいて世界的に希少な森林、人間の活動によって稀少となった未開
発の森林、水源の保護や土壌浸食防止などの水土保全の価値が高い森林、先住民や地域社会に
とって生活や健康など基本的ニーズを満たすために欠かせない森林、そして先住民や地域社会
の伝統的文化を維持するために重要な森林などのことをさします。
これらの保護価値の高い森林へ影響を与えることは回避すべきであり、最低限、その他の土地
利用への転換が生じることは避けるべきです。
現在の JBIC のガイドラインでは、「プロジェクトは、原則として、政府が法令等により自然保
護や文化遺産保護のために特に指定した地域の外で実施されねばならない」としていますが、
保護価値の高い森林が必ずしも保護区に設定されていない場合があること、政府が事業実施の
ために恣意的に保護指定を解除する場合があることなどから、問題が残ります。

（参考１）IFCのパーフォーマンス・スタンダード
保護価値の高い森林とよく似た概念として「重要な生息地（Critical Habitat）」を定義し、重要な
生息地の能力に対する負の影響が予測されない場合などの要求事項を満たさない限り、いかな
る事業活動も実行しないこととしている（基準６：生物多様性の保全と持続可能な自然資源管
理、パラ 9、10）。

（参考２）HSBCの環境ガイドライン
以下の場合はいかなる支援（アドバイザリー業務含む）も行わないことを明記している。

下記における商業伐採
- 原生熱帯湿潤林
- 保護価値の高い森林
- 違法伐採に関する現地および国内法に違法している伐採活動
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約 (CITES) に登録されてい
る種が含まれる伐採活動
上記を供給源とした木材購買、貿易、加工をする企業
重要な自然生息環境を著しく改変、悪化させる場所でのプロジェクト

以 上

添付資料１：「グローバル企業の人権侵害を法廷で糾す～日本企業へのメッセージ」グローバ
ルネット 2006年 8月号、（財）地球・人間環境フォーラム発行

添付資料２：「環境問題に関する OECD加盟国等の貿易保険制度調査報告書 Part I 国際金融機
関及び公的輸出信用機関（ECA）の環境社会配慮」 （財団法人 地球・人間環境フォ
ーラム 平成 19年 2月）より抜粋
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２．有識者ヒアリングの結果 
 
主要 ECA へのヒアリング調査実施後、本分野に知見のある有識者（学識経験者、実務経験者、関連す

る活動を行う NGO スタッフなど）に対して、調査結果を踏まえた情報提供を行った上で、①収集され

た情報の妥当性、②我が国の貿易保険および国際金融等業務における適切な環境社会配慮のあり方――

等について意見聴取を行った1。

得られた意見／指摘は以下の通りである。

（１）調査結果について

ECA及び JBIC/NEXIの環境ガイドラインの比較としては、「JBIC/NEXIのものが充実しており、明確

である」とする一方、「他の ECA が世銀セーフガード政策等を参照・適用しているのであれば、

JBIC/NEXIの実施レベルは必ずしも高いとは言えないのではないか」という意見があった。

また、特に環境社会レビューにおいて使用している基準については、「環境影響評価の公開、協議の

質、住民移転や少数民族の配慮などの『質的』な基準は事業実施国においてはまだ整備されていない

中、事業実施国の基準を使うことに関する懸念は未だに払拭されない」という意見があった。

ECAの環境ガイドラインの課題としては、「ECAは案件形成段階では関われないことが多く、事業実

施段階の遅い段階で関わらざるを得ないこと、ECAの案件の関与が一部・間接的でありレバレッジが

弱いことなどは ECA間の共通の課題で、これは克服不可能である。非 OECD諸国の ECAの台頭によ

り、レバレッジはますます弱まりつつある」とする見解があった。

一方、「『遅い段階で関わらざるを得ない』ということは、課題というよりもむしろ既成事実である。

これを「前提」とした上でそれを組み込んだシステムにすべきである」という指摘があった。これに

関しては、「関係者に早い段階での対応を促すために、明確な審査基準を示していく必要がある」と

し、「融資や付保の環境社会配慮基準（例：環境影響評価等の事前の公開、十分に情報を提供した上

での事前の協議と合意、社会配慮など）が、赤道原則や OECDコモンアプローチによって 70以上の金
融機関等によりコミットされ、グローバル・スタンダードとなりつつあることは確かである。これは、

案件関与への遅い関わりという ECA独自の課題を解決する効果的な手段である」という指摘があった。
さらに、「OECD コモンアプローチの改定においては、こうした潮流を後押しするように、文言の明

確化などを行っていくことが重要である」旨の指摘があった。

また、意思決定に関して、「ECA は環境ガイドラインを満たしていなければ、申請を受諾しないとい

う明確な態度を示すべきである。ECA があいまいな態度をとり続けることにより、事業実施機関側や
輸出者は環境ガイドラインをあらかじめ事業設計に組み込む必要性を認識せず、ECA 側は不十分な環
境影響評価や公開・協議の欠如といった後では回復できない事態に直面し、同じ苦労を繰り返し続け

ることになる」という指摘があった。一方、「Coface のように、環境部局の環境面からの勧告が意思

決定に反映されない場合、意思決定者側がその説明責任を負うという考え方はわかりやすいが、それ

を制度化するためには、意思決定の根拠に関する情報公開が必要である」と情報公開の重要性を指摘

                                                       
1
 2007年 1月に実施。

参考資料２ 
「環境問題に関する OECD加盟国等の貿易保険制度調査報告書
Part I 国際金融機関及び公的輸出信用機関（ECA）の環境社会配慮」
（財団法人 地球・人間環境フォーラム 平成 19年 2月）より

報告書全文は下記の「報告書」コーナーからダウンロードできます。
http://www.gef.or.jp/ 
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する意見もあった。

カテゴリ分類に関して、「基準の適用状況が不明確であり、ECA によっては、本来ならばカテゴリ A

に属する事業をカテゴリ Bや Cにしてしまっているのではないかという疑問が残る。カテゴリ分類は

その後の環境レビューの程度を決める重要なステップであるため、ECA全体として、カテゴリ B、C

の案件名、案件概要などについて公表すべき」という指摘があった。

さらに、コモンアプローチの運用の改善について、「コモンアプローチは紳士協定なので、それを踏

まえたうえで、どこまで Equal Footingを確保できるかが重要」とした上で、「各 ECAで実施状況まで

情報共有・シェアし、どの ECA がどのような、どのレベルの基準を持っているかをお互いが認識す

ることが必要である。そして、それを公開するべき。外の目に触れないと、低い基準をもっていると

ころが放置され競争上有利になる、あるいは低い基準にそろえられるといった危険性があるからであ

る」といった提案があった。

（２）我が国の貿易保険および国際金融等業務における適切な環境社会配慮のあり方について

我が国の貿易保険および国際金融等業務における適切な環境社会配慮のあり方について、以下のよう

な指摘を得た。

①外部機関の関与について

外部機関の関与については、「①ガイドラインの運用手法が、属人的であり、ケース・バイ・ケース

の運用になるおそれがあること、②透明性が課題とされていること――などから、JICAの環境社会配
慮審査会や米輸銀の諮問委員会のような、外部組織による独立した評価や関与が必要ではないか」と

する意見があった。また、これに加え、「環境ガイドラインは形骸化しようと思えばいくらでも形骸

化でき、形だけの協議や合意等なされる」「環境影響評価の事前公開や協議などの形式的な文言です

ら守られていないケースもある」点を指摘した上で、「これを防ぐには、外部組織の関与しかない」

とする意見もあった。

②情報公開の強化について

情報公開については、「環境影響評価以外の環境社会関連文書が公開されていないことは問題であり、

案件の適切なパブリック・レビューを諮るためにも、環境管理計画、住民移転計画、生計回復計画、

少数民族支援計画、環境社会モニタリング計画など、案件の影響及び緩和措置に関する文書を公開す

ることが必要である」という指摘があった。

また、「現在、公表されている環境レビューの質が非常に悪く、ほとんど何も公開していないに等し

い。現地 NGO などからレターがあっても、それをどのように反映したのかしなかったのか、またど

のようにレビューしたのかが分からない。現地国の基準を満たしていることなどが書いてあるが、ガ

イドラインに照らしてどうなのかということが全く書いていない。判断根拠となる情報も開示されて

いない。審査プロセス、判断の基準を含めた環境レビュー結果を開示すべきである」とする指摘があ

った。

さらに、「承諾の段階で、実施後の改善措置を前提にして承諾をするのであれば、モニタリング結果

の公表が不可欠である」という指摘があった。
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③環境影響評価について

環境影響評価については、「事前に行われるベースラインの取得、予測、評価が欠如または不足して

おり、ECAからの要請によって事業実施後に行われるケースもある。これをあたかも事前に行った評

価のようにして扱うことは大きな問題となる」とした上で、「環境影響評価やそれに基づく環境レビ

ューの不確実性を鑑み、事後評価やフォローアップが重要である」という指摘があった。

④環境レビュー結果の意思決定の反映について

環境レビュー結果の意思決定の反映について、不明確であるとする指摘が多かった。「環境社会的に

大きな課題を有している案件においても、追加的な改善要請などを細切れに行い、相手側がこれ以上

待てない等の理由で申請を取り下げるまでは自らが承諾を断ることはしないように見受けられる」と

した上で、「これでは、環境レビューの意思決定への反映に関するアカウンタビリティは果たせず、

相手側にとっても、いったい何が問題だったのか理解しづらい。結果として同様の問題が繰り返され

ることになる」という指摘があった。

⑤原子力発電事業の取り扱い

原子力発電事業に関して、「原子力発電という特殊な事業に対しては、通常の事業を想定しているガ

イドラインの基準では対応できない特殊事情がある」とした上で、「例えば US-EXIMはガイドライン

をもっているが、JBIC/NEXIのガイドラインには原発についての記述がない一方で、JBICは原発への

融資を実施しているし、また、今後増えていくと予想される。こういう背景を鑑みれば、ガイドライ

ン改訂のときに原発への融資の際の基準も別途も設けるべきであると考える」とする意見があった。

（３）その他

その他、本調査に関して、下記のような意見を得た。

・ JBIC/NEXI のガイドラインについての議論をするためには、JBIC/NEXI のガイドラインの適用につ

いて案件に即した個別具体的な調査が必要であろう。また、コモンアプローチとの比較というので

あれば、コモンアプローチの文言、ECA ガイドラインのそれに対応した文言および運用の仕方、

JBIC/NEXIの文言、運用を比較すべきである。本調査では不十分。

・ 調査対象として、OECDの中でも比較的取り組みが遅れている機関や、中国等の非 OECD諸国の機

関も取り扱うべきだった。

・ 調査設計の段階から外部のコメントを求めることが望ましかった。
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３．今後の課題 

（１）ECAとしての事業関与にかかる課題

ECA がその環境ガイドラインの運用を実効性のあるものとしていくためには、ECA が事業への関

与を始める以前から、事業実施者により、案件形成の段階から EIAの公開や協議などの環境社会配

慮の実施を行っていくことが必要となる。これらが適切になされなかった場合、ECAが関与した段

階において後付けでこれらの事項を行うことは難しい。

有識者ヒアリングにおいては、実施機関や輸出者の予測可能性を確保するため、ガイドライン等の

文言を明確にすること、融資・付保の際の環境審査基準を明確にすることなどの重要性が指摘され

た。今後の課題としては、ビジネス上の秘密に配慮しつつも過去事例の情報公開を行うなど、環境

レビューの判断根拠を示していくことが重要であると考えられる。

なお、「遅い段階での関与」「事業実施機関への影響力の弱さ」「情報収集が困難」といった ECAの

限界はあるものの、事業への直接融資を行っている JBIC及び JBICと連携した環境レビューを行っ

ている NEXIは、事業実施者に対する働きかけを適宜行っていくことは対応策の一つとして重要で

あると考えられる。

（２）情報公開の強化

現在、JBIC及び NEXIはカテゴリＡのプロジェクトについては、スクリーニング情報とともに、環

境社会配慮に関する主要な文書の入手状況を契約締結の 45 日程度前までにウェブサイト上に掲載

しており、コモンアプローチにおける 30 日の基準よりも踏み込んだ措置となっている。一方、有

識者ヒアリングにおいては、現在、環境影響評価以外の環境社会関連文書が公開されていないこと

を踏まえ、環境管理計画、住民移転計画、生計回復計画、少数民族支援計画、環境社会モニタリン

グ計画など、案件の影響及び緩和措置に関する文書、さらに融資判断に係る根拠などを公開するこ

とが必要であるという指摘があった。環境レビューのアカウンタビリティ及び透明性を確保する上

で、情報公開の重要性を再認識し、今後とも、情報公開の強化について検討を行っていくことが重

要である。

（３）申請者に対する予測可能性の向上

JBIC及び NEXIの環境ガイドラインは、他の ECAのガイドライン等に比して充実したものとなっ

ており、世銀、ADB、EBRD などの国際金融機関と比較した場合でも、目標や理念は同等であり、

多くの環境社会的な価値や理念が明文化されている。しかしながら、パブリック・コンサルテーシ

ョン、情報公開、EMP の取り扱い、住民移転に関する計画の取り扱いなど、その実際の適用にお

いてはそれぞれがケース・バイ・ケースにならざるを得ず、その結果として、事業実施者やその他

のステークホルダーの「予測可能性」（当該案件の準備・実施に当たって、具体的にいつ、何を行

うべきかといった事項が予測可能であること）が十分確保できないとの指摘が聞かれることも多い。

この対応策としては、たとえば、ガイドラインを補完するようなハンドブック等の策定・公表等の

検討も有益である。

（４）環境社会面での判断根拠

有識者ヒアリングにおいて、ECA が追加的な調査・対処などの要請を行い、結果的に相手側が申

請を取り下げることはあっても、自ら承諾を断ることがないため、これでは、相手側にとっても問

題点が理解しづらく、ECAとしてのアカウンタビリティが十分図れていないという指摘があった。
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一方、ECAのヒアリングにおいては、例えば住民協議など質的な問題についての判断は必ずしも明

確な数値基準等によるものではないため、定性的な対処要請・判断によらざるを得ない場合もある

という指摘があった。環境社会面での判断根拠を明確にすることは重要であり、そのための施策に

ついては、個別事例の検証や関係者への聴き取りなどによりさらに検討を行っていくことが望まし

い。

（５）フォローアップ及びモニタリングの重要性

融資・付保承諾した後のフォローアップ及びモニタリングの重要性の認識は、国際金融機関や ECA

において高まってきている。モニタリングは、当該案件自体に関する環境ガイドライン等の適用と

いったコンプライアンスの確保上重要であり、EIAや EIAを根拠とした事前の環境レビューの不確

実性を補い、環境社会配慮上必要な追加措置を検討するために必要不可欠である。さらに、能力強

化という意味でも重要であり、業務上の課題を自ら認識し、環境レビューにフィードバックしてい

くためには、重要な案件については環境部局自らがモニタリングに参加することについて検討して

いくことが必要である。

以 上 


